
1 

 

 

「豊島区社会的養育推進計画」の策定について 

 

１ 策定の背景 

○ 平成２８年の改正児童福祉法の理念（子どもが権利の主体であること、家庭養育優先の原

則）に基づく取組事項を示した「新しい社会的養育ビジョン」（平成２９年）において、

「社会的養育推進計画」の策定が求められた。 

○ 策定主体は、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市とされ、「令和２～６年度」、「令

和７～１１年度」の各期に区分して策定することとされており、令和７年度からの計画に

ついては、令和４年の改正児童福祉法等も踏まえた内容とすることが求められている。 

○ 「東京都社会的養育推進計画」の策定（令和２年３月）後に児童相談所設置が始まった特

別区は、令和７年度からの次期計画において、児童相談所設置市としての計画を示す必要

がある。 

○ 社会的養育推進計画の策定にあたり、区としての社会的養育のあり方を整理し、国や東京

都の動向とも調整を図りつつ、区における児童養護施設等のあるべき姿を明らかにする必

要がある。  

 

２ 策定内容（計画の構成） 

第１章 計画策定にあたっての基本的な考え方 

〔計画策定の目的、計画の理念と基本方針、計画の位置付け等〕 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 豊島区の状況 

〔児童相談所及び子ども家庭支援センターの状況、一時保護の状況、里親等の状況等〕 

第３章 基本方針を実現するための取組 

  ・当事者である子どもの権利擁護の推進 

  ・地域における妊産婦や家庭養育への支援の充実 

・代替養育を必要とする子どものパーマネンシー保障に向けた取組 

・一時保護児童への支援体制の強化 

・里親・ファミリーホームへの委託推進に向けた取組 

・社会的養護経験者等への自立支援の推進 

・区内における社会的養育充実のための施設のあり方 

・児童相談所の体制強化 

報告資料 

子ども家庭部子育て支援課 

【計画の理念】 
社会全体で家庭養育を支援するとともに、社会的養護の充実により、子どもの健やかな成長と自立を
保障し、置かれた環境に関わらず子どもの最善の利益を守る豊島区の実現 

【基本方針】 
❶母子保健部門から児童福祉部門までの一貫した支援体制により、妊娠期から子育て期まで切れ目な
く、良好な親子関係の維持と適切な家庭養育をサポートします。 

❷社会的養護においては、当事者である子どもの意見や思いを尊重した、子どもの権利擁護を第一に、
家庭又は家庭的環境での養育を推進しつつ、個々のケアニーズに適った成長と自立を支援します。 

令和6年10月21日

第32期青少年問題協議会
第9回専門委員会

資料6



2 

 

 

３ 検討体制 

○ 豊島区児童福祉審議会への諮問を行い、臨時部会を設置し、社会的養護経験者など臨時委

員も加えた９名の委員を委嘱し検討を実施。 

○ 計画検討にあたっては、当事者の意見を計画に十分反映させるため、施設・里親のもとで

暮らしている子ども（社会的養護経験者を含む）や里親・施設職員などへのヒアリングや

アンケートを実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 検討経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


